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財

団

法

人

交

流

協

会

と

亜

東

関

係

協

会

と

の

間

の

技

術

協

力K

関

す

る

取

決

め

東

関

係

協

会

は
>

両

協

会
間
で
取
扱
う
技
術®

力

を

推

進

す

る

こ

と

を

真

摯

に

希

望

し

て

次
の

と

お

り

取

決
め

た
。

取

扱

う

技

術

協

力

を

促

進

す

間
で

る
よ

う

努

力

す

る

れ
の

法

令

の

許

す

範

囲

国
内

お
い

意

内
に

て

、

相
互

に
合

す

る

各

種

の

技

術

協

力

を

実

施
す

め
K

必

要

な

措
•
置

る
た

を
執

る

の

範

囲

内

で

、

経

費

を

負

担

し

、

専
門

家

の

役

務

を

供

与

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

執

る

〇

財

団

法

人

交

流

協

会
(

以

下

「
交

流

協

会

一

と

い

う

。
)

と
亜

第

二

条 

両

協

会

は

、

そ
れ
ぞ

第

三

条 

交

流

協

会

は

、

予
算

第

一

条 

両®

会

は

、

両
協
会



第

四

条 

亜

東

関

係

協

会

は

、
 

族

に

対

し

、

次

の

待

遇

の

与 

.
5

 
,

専

門

家

が

海

外

か

ら

受
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任

期

一

年

以

上

の

専

門
 

っ

き

一

台

の

自

動

車

、

ー
 

に

対

す

る

輸

入

税

、

貨
物 

«
 

専

門

家

及

び

そ

の

家

族
 

総 

専

門

家

及

び

そ 

の 

家
族 
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亜

東

関

係

協

会

は

、

専
門

前

条

の

規

定

に

基

づ

き

派

遣
 

え

ら

れ

る

こ

と

を

保

証

す

る
 

け

取

る

報

酬

に

対

し

て

課

さ
 

家

及

び

そ

の

家

族

の

身

回

品
 

台

の

冷

蔵

庫

、

小

電

気

器

具 

税

そ

の

他

の

課

徴

金

を

負

担
 

に

対

す

る

無

料

の

医

療

役

務
 

の

た

め

の

無

料

の

適

当

な

家
 

家

の

任

務

遂

行

の

た

め

に

、

さ

れ

る

専

門

家

及

び

そ

の

家
 

〇れ

る

所

得

税

の

免

除

及

び

家

財
(

専

門

家

一

人

に 

及

ぴ

光

学

器

具

を

含

む

。
) 

し

な

い

こ

と

及

び

便

宜

の

提

供

具

付

き

宿

舎

の

提

供
 

次

の

措

置 

を

執

る

こ

と

を

保
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合 

に

は

、

そ
の 

請

求

に

関

す

る 

責

任

を

負

第
六

亜
東

関

係

協

の

推

薦

す

る

人

お
い

員

内
に

て

、

会

練
の

便
宜

供
す

要

あ

措

置

を

執

を
提

必

る
た
め

る
〇

条

交

流

協

会

は

、

予

算

の

範

囲

第
七

を

負
担

、

技
術

内
に

て

、

経
費

お

い

協
力
の

実

し

設

備

、

機

械

、

器

材

、
・

に
必

要
な

ェ

施

を
供
与

具

及

び

予

備

部
品

必
要
な

す

る
た

め

措

執

置
を

記

の
物

品

は

、

陸

揚

港

に

お

い

で
供
与

先

の
機

渡

て

関

に
弓
き

C

さ
れ

に

そ

の

機

関
の
財

産
と

た

る
〇

な

と
き

第

八

条

亜

東

関

係

協

会

は

、

前

条

に

規

定
す

る

物

品

が

、

供

与

先

の
機
関

に

引

き

渡

さ

対
’
/

し

、

経

費

を

負

担

し

、

技

術

訓

条 

交

流

協

会

は

、

予

算

の

範

囲

う

。

る
〇

ェ
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れ

る

前

に

課

税

、

課
徴

れ
る
こ

貨

物

税

そ

の

他

の

金

を

負

担

さ

せ

と
の

0
2̂

あ
る

な

い

さ

こ

と

を

保

証

す

る

亜/

東

関

係

定

代

替

も

協

は

、

前
条

に
規

物
品
の

会

す
る

補
充
の

費
用

し

く
は

た
め
の

負

担
す

る

を
保

証
す

を

こ

と

東

関

係

協

前
条

に
規

定

並

亜

会

は

、

物
品
の

陸

輸

送

、

す
る

揚
げ

及

び
そ

の
後
の

び

5

ら

の

物

の

据

付

け

、

操

作

及

び

そ

れ

維

持

等

必
要

経
費

を
負
担

品

に

に

す
る
こ

を

な

と

る
〇

保
証
す
る
〇

第

九

条

両

協

会

は

、

必

要

に

応

じ

、

技

術

協

力

に

関

す

る
 

事
項 

に

つ

い

て

協

議

を

行

な

う
〇



第

十

条

こ

の

取

決

め

は

署

名

の

日

に

効

・

力

を

生

ず

る

。
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こ
の
取 

方

協

会
 

思

を

書

面 

本

取

決

め 

と

し

て

、

ー
決

め

は

、

一
年 

に

対

し

、

少

卒 

に

ょ
"

通

告

し 

は

日

本

語

及

び 

九

七

四

年

十

月

間

効

力

を

有

す 

く

と

も

三

カ

月 

な

い

限

り

、

毎 

中

国

語

に

よ

り 

四

日

、

台
北
に

る

も

の

と

し 

の

予

告

を

も 

年

自

動

的

に 

作

成

し

、

両 

お

い

て

こ

れ

、

い

づ

れ

か

一

方 

っ

て

取

決

め

を

終 

一

年

づ

つ

更

新

さ 

協

会

の

代
•
表

は

、
 

に

署

名

し

たQ

の

協

会

が

他 

了

さ

せ

る

意 

れ

る

。

以

上

の

証

拠

財

団

法

人

交

流

協

会

代

表

亜

東

関

係

協

会

代

表

"

敵
合
林 

於
^
2
©


